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カテゴリー:お知らせ 

 

県税の納税に利用できるスマートフォン決済アプリが増えました！ 

 
  

  令和４年４月から、県税の納税に利用できるアプリに、au PAY、ファミペイ、楽天

銀行アプリを追加しました。これまでの３種類（PayPay、LINE Pay、PayB）に加え、

利用できるアプリが６種類になりました。 

  金融機関やコンビニエンスストアなどの窓口に行くことなく、ご自宅などからいつ

でも納税できます。ぜひご利用ください。 

 

● 新たに利用できるスマートフォン決済アプリ 

 利用開始日：令和４年４月１日 

 

 

 

 

  

  

 

● 次のアプリも引き続き利用できます 

 

 

 

 

 

 

１ 利用できる税金 

   自動車税（種別割）、個人事業税、不動産取得税 

   ※ １枚あたりの金額が 30万円以下のバーコードが印刷されている納税通知書等

が対象です。ファミペイについては、10万円以下の納税通知書等が対象です。 

    また、納期限又は納付指定日を過ぎているものは利用できません。 

       令和４年４月４日 

総務部 税務課 
納税・管理担当 奥野    

直通 048-830-7606 
内線 7606 

E-mail: a2640-03@pref.saitama.lg.jp 

※「楽天ペイアプリ」ではありません。 
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２ 納税の方法 

  納税通知書等に印刷されているバーコードを、ご自身のスマートフォン決済

アプリで読み取り、決済することで納税できます。 

※ 金融機関やコンビニエンスストア等でスマートフォン決済アプリを使った納

税はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳しくは、スマートフォン決済アプリによる納税のページをご覧ください。 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-smartphone-payment.html

